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むつ市議会第１５２回臨時会会議録 第１号

平成２９年１０月３０日（月曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 常任委員の選任

第４ 議会運営委員の選任

第５ 議席の変更

第６ 行政報告

【議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第７ 議案第72号 平成29年度むつ市一般会計補正予算

第８ 報告第26号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成29年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議長の辞職について

第４ 議長選挙

第５ 副議長の辞職について

第６ 副議長選挙

第７ 常任委員の選任

第８ 議会運営委員の選任

第９ 議席の変更

第10 行政報告

【議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第11 議案第72号 平成29年度むつ市一般会計補正予算

第12 報告第26号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成29年度むつ市一般会計補正予算）
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（浅利竹二郎） ただいまからむつ市議会第

152回臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（浅利竹二郎） 議事に入る前に諸般の報告

を行います。

まず初めに、地方自治法第121条第１項に基づ

く今臨時会への説明員の出席者については、お手

元に配布の名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。なお、関係書類は事務局に保管して

ありますので、ご閲覧願います。

次に、本日この後、平成37年度に開催される青

森国体の開催競技について、市長から行政報告が

ありますので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は議事日程第１

号により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（浅利竹二郎） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第89条の規定によ

り、12番岡崎健吾議員及び16番半田義秋議員を指

名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（浅利竹二郎） 次は、日程第２ 会期の決

定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日

。 。としたいと思います これにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、会期は本日１日と決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休憩

午前１０時１３分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎日程の追加

〇議長（浅利竹二郎） 私は、このたび一身上の都

合により、議長の辞職願を副議長に提出いたしま

した。

お諮りいたします。この際、議長の辞職につい

てを日程に追加し、ただちに議題とすることにご

異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議長の辞職についてを日程に追加し、ただ

ちに議題とすることに決定いたしました。

これから私の一身上の事件に関しますので、除

斥のために退場することとし、副議長と交代いた

します。

暫時休憩いたします。

午前１０時１３分 休憩

午前１０時１４分 再開
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〇副議長（鎌田ちよ子） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

◎日程第３ 議長の辞職について

〇副議長（鎌田ちよ子） 次は、日程第３ 議長の

辞職についてを議題といたします。

まず、辞職願を事務局長に朗読させます。

〇事務局長（東 雄二） 朗読します。

辞 職 願

今般、一身上の都合により議長を辞職したいの

で、許可されるよう願い出ます。

平成29年10月30日

むつ市議会副議長

鎌田ちよ子 様

むつ市議会議長

浅利竹二郎

〇副議長（鎌田ちよ子） お諮りいたします。

浅利竹二郎議長の議長辞職を許可することにご

異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇副議長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。

よって、浅利竹二郎議長の議長辞職を許可するこ

とに決定いたしました。

◎日程の追加

〇副議長（鎌田ちよ子） ただいま議長が欠員とな

りました。

お諮りいたします。この際、議長選挙を日程に

追加し、ただちに選挙を行いたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇副議長（鎌田ちよ子） ご異議なしと認めます。

よって、議長選挙を日程に追加し、ただちに選挙

を行うことに決定いたしました。

ここで、議長選挙における所信表明会開催のた

め暫時休憩いたします。

午前１０時１６分 休憩

午前１１時１５分 再開

〇副議長（鎌田ちよ子） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

◎日程第４ 議長選挙

〇副議長（鎌田ちよ子） 次は、日程第４ 議長選

挙を行います。

選挙は投票をもって行います。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

〇副議長（鎌田ちよ子） これより出席議員数の確

認を行います。

ただいまの出席議員数は26人であります。

投票用紙を配布いたします。

（投票用紙配布）

〇副議長（鎌田ちよ子） 投票用紙の配布漏れはあ

りませんか。

（ なし」の声あり）「

（ ） 。〇副議長 鎌田ちよ子 配布漏れなしと認めます

投票箱を改めます。

（投票箱点検）

〇副議長（鎌田ちよ子） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。

点呼に応じて、順次記載台で投票用紙に被選挙

人の氏名を記載のうえ投票を願います。

なお 重ねて申し上げます 地方自治法第118条、 。

第１項の規定により準用する公職選挙法第68条第

１項各号の規定により、氏名の記載のないもの、

２名以上の氏名を記載したもの、氏名以外を記載

したもの等は無効投票となりますので、ご留意願
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います。

点呼いたします。

〇事務局長（東 雄二） それでは、ただいまより

お名前を読み上げます。

投票記載台のスペースの関係により、同時に投

票できる人数は３名となっております。３名ずつ

お名前を読み上げますので、順次投票記載台にて

被選挙人の氏名を記載し、投票箱に投票してくだ

さい。

（事務局長氏名点呼・投票）

（ ） 。〇副議長 鎌田ちよ子 投票漏れはありませんか

（ なし」の声あり）「

（ ） 。〇副議長 鎌田ちよ子 投票漏れなしと認めます

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

〇副議長（鎌田ちよ子） 開票を行います。

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

10番東健而議員、15番大瀧次男議員、22番中村正

志議員を指名いたします。

よって、10番東健而議員、15番大瀧次男議員、

22番中村正志議員の立ち会いを願います。

（開 票）

〇副議長（鎌田ちよ子） 投票の結果を報告いたし

ます。

投票総数26票。これは、先ほどの出席議員数に

符合いたしております。

そのうち有効投票 ２４票

無効投票 ２票

有効投票中

石田勝弘議員 １０票

横垣成年議員 ２票

白井二郎議員 １２票

以上のとおりであります。

この選挙の法定得票数は６票であります。よっ

て、白井二郎議員が議長に当選されました。

ただいま議長に当選されました白井二郎議員が

議場におられますので、本席から会議規則第32条

第２項の規定による告知をいたします。

白井二郎議員にご挨拶をお願いいたします。

（21番 白井二郎議員登壇）

〇21番（白井二郎） 大変ありがとうございます。

浅学非才の私が皆様のご支持により議長職を務め

させてもらえることを本当に感謝申し上げます。

私は、やはり議会は市民のためであるというこ

とを常に忘れることなく、議長職を務めたいと思

います。

任の重さを今ひしひしと感じております。ぜひ

議員皆様方のご協力を賜り、むつ市がよりよいむ

つ市になりますよう邁進いたしますので、今後と

ものご指導とご鞭撻をお願い申し上げて、簡単で

すが、御礼の言葉にかえさせていただきます。ま

ことにありがとうございます。

〇副議長（鎌田ちよ子） 白井議長、議長席に着席

願います。

（白井二郎議長着席）

〇議長（白井二郎） 暫時休憩いたします。

午前１１時３３分 休憩

午前１１時４６分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程の追加

〇議長（白井二郎） 鎌田ちよ子副議長から、副議

長の辞職願が提出されております。

お諮りいたします。この際、副議長の辞職につ

いてを日程に追加し、ただちに議題とすることに

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ
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て、副議長の辞職についてを日程に追加し、ただ

ちに議題とすることに決定いたしました。

◎日程第５ 副議長の辞職について

〇議長（白井二郎） 次は、日程第５ 副議長の辞

職についてを議題といたします。

まず、辞職願を事務局長に朗読させます。

〇事務局長（東 雄二） それでは、朗読いたしま

す。

辞 職 願

今般、一身上の都合により副議長を辞職したい

ので、許可されるよう願い出ます。

平成29年10月30日

むつ市議会議長

白井二郎 様

むつ市議会副議長

鎌田ちよ子

〇議長（白井二郎） お諮りいたします。

鎌田ちよ子副議長の副議長辞職を許可すること

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、鎌田ちよ子副議長の副議長辞職を許可するこ

とに決定いたしました。

◎日程の追加

〇議長（白井二郎） ただいま副議長が欠員となっ

ております。

お諮りいたします。この際、副議長選挙を日程

に追加し、ただちに選挙を行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、副議長選挙を日程に追加し、ただちに選挙を

行うことに決定いたしました。

ここで、副議長選挙における所信表明会開催の

ため暫時休憩いたします。

午前１１時４９分 休憩

午後 零時２６分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第６ 副議長選挙

〇議長（白井二郎） 次は、日程第６ 副議長選挙

を行います。

選挙は投票をもって行います。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

〇議長（白井二郎） これより出席議員数の確認を

行います。

ただいまの出席議員数は25人であります。

投票用紙を配布いたします。

（投票用紙配布）

〇議長（白井二郎） 投票用紙の配布漏れはありま

せんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 配布漏れなしと認めます。

投票箱を改めます。

（投票箱点検）

〇議長（白井二郎） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。

点呼に応じて、順次記載台で投票用紙に被選挙

人の氏名を記載のうえ投票を願います。

なお 重ねて申し上げます 地方自治法第118条、 。

第１項の規定により準用する公職選挙法第68条第

１項各号の規定により、氏名の記載のないもの、

２名以上の氏名を記載したもの、氏名以外を記載
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したもの等は無効投票となりますので、ご留意願

います。

点呼をいたします。

〇事務局長（東 雄二） それでは、ただいまより

お名前を読み上げます。

投票記載台のスペースの関係により、同時に投

票できる人数は３名となっております。３名ずつ

お名前を読み上げますので、順次投票記載台にて

被選挙人の氏名を記載し、投票箱に投票してくだ

さい。

（事務局長氏名点呼・投票）

〇議長（白井二郎） 投票漏れはありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

〇議長（白井二郎） 開票を行います。

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

10番東健而議員、15番大瀧次男議員、22番中村正

志議員を指名いたします。

よって、10番東健而議員、15番大瀧次男議員、

22番中村正志議員の立ち会いをお願いいたしま

す。

（開 票）

（ ） 。〇議長 白井二郎 投票の結果を報告いたします

投票総数25票。これは、先ほどの出席議員数に

符合いたしております。

そのうち有効投票 ２３票

無効投票 ２票

有効投票中

工藤祥子議員 ２票

野呂泰喜議員 １２票

半田義秋議員 ９票

以上のとおりであります。

この選挙の法定得票数は６票であります。よっ

て、野呂泰喜議員が副議長に当選されました。

ただいま副議長に当選されました野呂泰喜議員

が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定による告知をいたします。

野呂泰喜議員にご挨拶をお願いいたします。

（23番 野呂泰喜議員登壇）

〇23番（野呂泰喜） このたび副議長という重責を

皆様方のお力をいただきまして、ポストを与えて

いただきました。心より感謝を申し上げます。

国の法律の中に三権分立というのがございま

す。いわゆる司法、立法、行政、この行政のトッ

プは、私はむつ市に置きかえれば宮下宗一郎市長

ではなかろうかと。宮下宗一郎市長、三十半ばで

市長を拝命され、そしてむつ市をガバナンスをも

って統治していただいております。

しかるに、我が立法のほうの議会はと申します

と、まだ旧態依然で、70代、60代の議長、副議長

ということでございます。いち早く若手の議長を

誕生させるべく条件を整えさせていただきたいな

と。皆様方議員のお力を賜りまして、早目の若手

議長ということに切りかえをさせていただければ

幸いだと思いますので、よろしくお願いを申し上

げます。

〇議長（白井二郎） ここで、会派代表者会議開催

のため及び昼食のため、午後２時30分まで暫時休

憩いたします。

午後 零時４５分 休憩

午後 ２時３０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第７ 常任委員の選任

〇議長（白井二郎） 次は、日程第７ 常任委員の

選任を行います。
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。 、お諮りいたします 常任委員の選任については

委員会条例第８条第１項の規定により、総務教育

常任委員に横垣成年議員、目時睦男議員、川下八

十美議員、石田勝弘議員、大瀧次男議員、村中徹

也議員、中村正志議員、濵田栄子議員、白井二郎

、 、の以上９人 産業建設常任委員に佐々木隆徳議員

菊池広志議員、菊池光弘議員、佐賀英生議員、半

田義秋議員、斉藤孝昭議員、野呂泰喜議員、佐々

木肇議員の以上８人、民生福祉常任委員に原田敏

匡議員、山本留義議員、工藤祥子議員、東健而議

、 、 、 、員 岡崎健吾議員 鎌田ちよ子議員 富岡修議員

冨岡幸夫議員、浅利竹二郎議員の以上９人をそれ

ぞれ指名したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、ただいま指名いたしました以上の議員をそれ

ぞれの常任委員に選任することに決定いたしまし

た。

◎日程第８ 議会運営委員の選任

〇議長（白井二郎） 次は、日程第８ 議会運営委

員の選任を行います。

お諮りいたします。議会運営委員の選任につい

ては、委員会条例第８条第１項の規定により、菊

池広志議員、菊池光弘議員、佐賀英生議員、富岡

修議員、斉藤孝昭議員、中村正志議員、佐々木肇

議員の以上７人を指名したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、ただいま指名いたしました以上７人の議員を

議会運営委員に選任することに決定いたしまし

た。

なお、各常任委員及び議会運営委員は、次の休

憩中に委員会を開くよう本席から口頭をもって招

集いたします。

ここで、各委員会開催のため暫時休憩いたしま

す。

午後 ２時３３分 休憩

午後 ３時０６分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

先ほど開かれました各常任委員会及び議会運営

委員会において正副委員長が決定いたしましたの

で、ご報告申し上げます。

総務教育常任委員会委員長に石田勝弘議員、副

委員長に中村正志議員、産業建設常任委員会委員

長に佐賀英生議員、副委員長に菊池光弘議員、民

生福祉常任委員会委員長に鎌田ちよ子議員、副委

員長に原田敏匡議員、議会運営委員会委員長に中

村正志議員、副委員長に斉藤孝昭議員が決定いた

しましたので、ご報告いたします。

◎日程第９ 議席の変更

〇議長（白井二郎） 次は、日程第９ 議席の変更

についてを議題といたします。

会議規則第４条第３項の規定により、お手元に

配布の議席図のとおり議席を変更したいと思いま

す。

変更となる議席番号及び氏名を職員に朗読させ

ます。

（事務局長議席番号・氏名朗読・

別紙議席表）

〇議長（白井二郎） お諮りいたします。

ただいま朗読したとおり、議席を変更すること

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ
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て、ただいま朗読したとおり、議席を変更するこ

とに決定いたしました。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそ

れぞれ着席願います。

暫時休憩いたします。

午後 ３時０９分 休憩

午後 ３時１０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第10 行政報告

〇議長（白井二郎） 次は、日程第10 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 傍聴席及びラジオをお聞き

の市民の皆様並びに議員の皆様、こんにちは。や

っと出番となりました。

平成37年に開催される「第80回国民体育大会」

に関して、当市で開催する競技についてご報告い

たします。

この度、第80回国民体育大会青森県準備委員会

から、当市に対しまして、ボート及びセーリング

競技の会場地の候補として内諾の依頼がありまし

たので、これを受け入れ、４競技の開催に向けて

準備を進めることにいたしました。

その理由についてでありますが、ボート競技に

つきましては、昭和52年の「あすなろ国体」で芦

崎湾を使用した実績があることや青森県ボート協

会からも芦崎湾での開催を希望する意向が示され

ていること、また、セーリング競技につきまして

は、青森県セーリング連盟から大湊港を拠点に穏

やかな陸奥湾での開催を希望する意向が示されて

いることなどを踏まえまして、開催準備の適切な

推進に期間を要することを考慮するとともに施設

整備や競技運営等の経費の負担につきましては、

県の負担が前提となるとの見解を伺っております

ので、これらを総合的に勘案し判断したものであ

ります。

なお、正式に内定するのは、青森県準備委員会

の常任委員会での審議後となります。

本州最北の地から国体に挑む選手の活躍は、多

くの市民の皆様を笑顔と希望で満たしてくれるも

のであり、その勇姿と市民の皆様の声援が一体と

なる空間の創造を目指して、市民協働により進め

てまいりたいものと強い思いを抱いているところ

であります。

国体の開催は、当市にとりまして、地域資源を

、 、 、活かし 次世代に向けて更なる成長 発展を遂げ

誇りと夢や希望を抱いて暮らすことができる魅力

あるまち「笑顔かがやく希望のまち むつ」の実

現に資する貴重な機会の一つとなり得るものと考

えております。

本国体がいつまでも記憶に残る素晴らしい大会

となるよう努めさせていただく所存でありますの

で、議員各位のご理解とご協力を賜りますよう、

お願い申し上げます。

〇議長（白井二郎） これより質疑を行います。

ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。これで

質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第11～日程第12 議案一括上程、

提案理由説明、質疑、討論、採決

〇議長（白井二郎） 次は、日程第11 議案第72号

平成29年度むつ市一般会計補正予算及び日程第

12 報告第26号 専決処分した事項の報告及び承
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認を求めることについての２件を一括議題といた

します。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） ただいま上程されました議

案及び報告について、提案理由及び内容の概要を

ご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じ

ます。

初めに、議案第72号 平成29年度むつ市一般会

計補正予算についてでありますが 本案は 744万、 、

7,000円の増額補正でありまして、これにより補

正後の歳入歳出予算総額は 336億6,549万8,000円、

となります。

、 、 、まず 歳出についてでありますが 総務費には

大畑庁舎移転に伴う大畑小学校北棟の耐震診断業

務に要する経費を計上しております。

教育費では、設計業務委託の契約変更に伴い、

新体育館整備事業費を増額しております。

次に、歳入についてでありますが、市債には事

業との関連において借入見込額を計上しておりま

すほか、補正財源を調整するため、財政調整基金

を取り崩しております。

また、新体育館整備事業について継続費の変更

をしております。

次に、報告第26号についてでありますが、これ

、 、は 平成29年度むつ市一般会計補正予算について

衆議院議員総選挙の執行に急を要したため、関係

予算を専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました議案及び報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いまして、ご質

問により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決及び

ご承認賜りますようお願い申し上げる次第であり

ます。

〇議長（白井二郎） これで、提案理由の説明を終

わります。

これより質疑、討論、採決を行います。先ほど

一括議題といたしました１議案１報告について

は、それぞれ区分して質疑、討論、採決を行いま

すので、ご了承願います。

◇議案第７２号

〇議長（白井二郎） まず、議案第72号 平成29年

度むつ市一般会計補正予算に対し、質疑に入りま

す。

質疑の通告がありますので、順次発言を許可し

ます。まず、15番濵田栄子議員。

〇15番（濵田栄子） 議案第72号について質疑いた

します。

今提案理由といたしましては、庁舎移転に伴う

大畑小学校の耐震診断業務に関する経費というこ

とで補正が上げられました。大畑小学校は、耐震

強度につきましては万全の体制であると認識して

いましたけれども、今回再調査しなければならな

かった理由というのがありましたら、お知らせく

ださい。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

庁舎移転に伴いまして、防災拠点施設としての

機能を満たす必要があるというふうに判断をさせ

ていただきました。この際、建物の重要度係数、

いわゆる地震に対する耐震力を、今1.0なのです

けれども、これを1.25まで強化する必要があると

いう判断をして今回耐震診断をする予定としてい

るところでございます。

〇議長（白井二郎） 15番。

〇15番 濵田栄子 小学校であれば それでは1.0で（ ） 、

いいということでして、防災拠点にするには

1.25が必要ということでよろしいですか。

では、了解しました。

〇議長（白井二郎） これで濵田栄子議員の質疑を
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終わります。

次に、４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） 23日に私たちに示された議案

第72号の補正予算についてですが、新体育館整備

事業費の中身等が全く説明がなかったものですか

ら、詳細をお知らせくださいということで、まず

質疑したいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 新体育館整備事業費の補正

の内容についてでありますけれども、この建設に

伴うテレビ放送の受信障害を調査したところ、電

波障害の発生が予測される区域が生じたことか

ら、新体育館設計業務委託契約を変更し、その対

策方法の検討及び費用の積算に関する経費を増額

するものであります。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 何軒ぐらいの世帯が対象とな

っているのでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 13軒が対象となります。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私たちに議案提案する際です

けれども、確かに下のほうに 「細部につきまし、

ては、議事の進行に伴いまして、ご質問により詳

細ご説明申し上げます」とありますけれども、議

員に説明する提案理由の中にこのくらいの説明は

書いて提案してくれるという、そういう親切な配

慮が必要ではないかなと思うのですが、どのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ただいまご質問により詳細

をご説明申し上げた次第でございます。

〇議長（白井二郎） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第72号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第72号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第72号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第72号は原案のとおり可決されました。

◇報告第２６号

〇議長（白井二郎） 次は、報告第26号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについてに

対し、質疑に入ります。

本案は、平成29年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第26号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第26号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「



- 13 -

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第26号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第26号は承認することに決定いたしまし

た。

◎閉会の宣告

〇議長（白井二郎） これで、本臨時会に付議され

た事件は全て議了いたしました。

以上で、むつ市議会第152回臨時会を閉会いた

します。

午後 ３時２４分 閉会

議 席 表

７番 野 呂 泰 喜 議員

１１番 佐 賀 英 生 議員

１２番 富 岡 修 議員

１３番 大 瀧 次 男 議員

１４番 中 村 正 志 議員

１５番 濵 田 栄 子 議員

１６番 浅 利 竹二郎 議員

１７番 佐々木 肇 議員

２１番 川 下 八十美 議員

２２番 半 田 義 秋 議員

２３番 菊 池 光 弘 議員

２４番 岡 崎 健 吾 議員

２５番 鎌 田 ちよ子 議員

２６番 白 井 二 郎 議員
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